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脱炭素先行地域 石狩市中心核マイクログリッド構築事業 

電力供給契約書（案） 

（地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約） 

 

石狩市（以下「甲」という。）と、●●（以下「乙」という。）は、脱炭素先行地域 石狩市

中心核マイクログリッド構築事業（以下「本事業」という。）に関して、甲と乙を含む●●グル

ープの構成員の間で締結された令和●年●月●日付基本協定書（以下「基本協定」という。）に

基づき、使用許可対象物件上にて乙が所有する本発電設備を電源とする電力の供給について、

次のとおり電力供給契約（以下「本契約」という。）を締結する。なお、基本協定において定義

された用語は、別途定義がない限り本契約においても同様の意義を有する。 

 

（目的及び連帯責任等） 

第１条 甲及び乙は、募集要項等の条件及び提案書類の内容に基づき、乙が甲から行政財産の

目的外使用許可（以下「本使用許可」という。）を受けた別紙１記載の物件（以下「使用許可

対象物件」という。）に太陽光発電設備（太陽光パネル、蓄電池及びパワーコンディショナー

を含み、以下「本発電設備」という。）を設置し、本事業を行うことを目的として、本契約を

締結する。 

２ 本契約、募集要項等及び提案書類の内容に矛盾又は齟齬がある場合、本契約、募集要項等、

提案書類の順にその解釈が優先する。ただし、募集要項等と提案書類の内容に差異があり、

提案書類に記載された性能又は水準が、募集要項等に記載された性能又は水準を上回るとき

は、その限度で提案書類の記載が募集要項等の内容に優先する。 

［３ 乙は、本契約に基づく乙の義務（損害賠償及び違約金支払債務を含むがこれらに限定さ

れない。）を連帯して履行する責任を負う。］【注：乙が単独企業の場合は削除します。】 

（本電力の供給） 

第２条 乙は、本契約、募集要項等及び提案書類に従い本発電設備を運営し、本発電設備から

電力を発生させ、石狩市役所、石狩市総合保健福祉センター（りんくる）、こども未来館あい

ぽーと、石狩市学校給食センター及び石狩市民図書館（以下総称して「ＰＰＡ対象施設」と

いう。）について、本発電設備と甲の所有し管理する電気系統との接続地点（以下「本接続地

点」という。詳細は別紙２「本接続地点」に示す。）に電力を供給するものとする。 

２ 本契約の概要は次のとおりであり、詳細は次条以下に定めるとおりとする。なお、本項に

記載する各料金の契約単価は、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）を含むも

のとする。 

(1) 件  名 ●●電力供給 

(2) 電気料金 １キロワット時につき金●円●銭 

(3) 契約期間 本契約締結日から令和 29年３月 31日まで 

(4) 供給期間 令和●年●月●日から令和●年●月●日●時まで 

３ 乙は、第１項に基づき甲の所有し管理する電気系統を使用する場合には、善良なる管理者
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の注意をもってこれを使用しなければならない。 

（本電力の購入等） 

第３条 甲は、乙が本発電設備から供給する総電力量のうち甲が使用する量（以下「本電力」

という。）を購入し、本電力の量に応じた対価（以下「本売買代金」という。）を支払うもの

とする（以下「本売買」という。）。 

２ 本売買代金は、本発電設備の設置、維持管理・運営等、本事業の目的を達成するために必

要となる一切の諸経費を含んだものとし、甲は本電力の購入に関して本売買代金以外の支払

いは行わない。 

３ 本電力に関して発生する非化石価値その他のすべての環境価値（本契約締結時にはないも

のの、将来、新たな概念として発生するものを含む。）は、甲による本売買代金の支払いと同

時に乙から甲へ移転するものとする。 

（所有権及び危険負担） 

第４条 本売買において、本電力に対する所有権及び本電力における危険負担は、本接続地点

で乙から甲に移転するものとする。 

（供給期間） 

第５条 本契約に基づく本電力の供給期間（以下「本供給期間」という。）は、令和●年●月●

日（以下「運転開始予定日」という。）から令和●年●月●日●時までとする。 

（使用許可） 

第６条 甲は、乙が募集要項等及び提案書類を遵守しており、かつ乙が適法な使用許可申請を

行うことを条件に、本供給期間並びに本発電設備の設置工事及び撤去工事に要する期間につ

いて、使用許可対象物件について本使用許可を行う。 

２ 甲は、使用許可対象物件を現状有姿にて乙に使用させるものであり、使用許可対象物件に

ついて及び契約不適合責任を一切負担しない。ただし、乙による使用開始後に使用許可対象

物件に損傷等が生じ修繕等が必要と認められる場合は、当該損傷等が乙の責めに帰すべき事

由に起因する場合を除き、甲の費用負担により修繕等を行う。 

３ 本使用許可の期間は毎年度末までとし、乙は、年度ごとに本使用許可の申請を行うものと

する。 

４ 本使用許可に係る使用料は、免除する。 

（本発電設備の設置工事等の実施） 

第７条 乙は、本発電設備の設計及び設置工事前に必要な事前調査を実施する場合は、事前に

当該調査の内容及び日程を甲に通知し、甲の承諾を得なければならない。 

２ 乙は、募集要項等に従い、本発電設備の設計図書の副本を甲に提出するものとし、正本を

自ら保管するものとする。 

３ 本発電設備の設置工事については、募集要項等に従って行うものとし、工事開始日の 14日

前までに、本発電設備の仕様その他の図面及び工事計画を甲に提出し、甲の承諾を得なけれ

ばならない。 

４ 本発電設備の設置工事が完了した場合、乙は速やかにその旨を通知し、甲の要求する資料
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を提出したうえで、甲による完成確認を受けなければならない。 

５ 事前調査及び設置工事等に関する費用等は、すべて乙が負担する。 

（本発電設備の設置工事等に関する責任） 

第８条 本発電設備の設置、保有及び撤去に際し、乙による施工のために甲若しくは第三者又

は使用許可対象物件若しくは使用許可対象物件の存在する建物（以下「本件建物」という。）

に損害が生じた場合、乙は速やかにこれを甲に報告し、甲の指示する復旧措置を乙の費用負

担により行い、又は甲若しくは第三者に対してかかる損害を補償しなければならない。 

２ 本件建物に雨漏り等の不具合が生じた場合において、当該不具合の原因が不明であるとき

は、甲及び乙は、甲乙現場立ち合いの下、第三者である専門家の意見に基づき対応を協議す

るものとする。 

（運転開始） 

第９条 乙は、各使用許可対象物件ごとに以下の各事項が完了したことを条件として、当該使

用許可対象物件に設置された本発電設備につき運転を開始するものとする。 

(1) 募集要項等及び提案書類に基づく全ての工事 

(2) 適用法令及び募集要項等にて規定された手法に則った本発電設備の運転前試験 

(3) 試運転の実施（甲が希望した場合立ち会うことができる。） 

(4) 前号の試運転の内容及び結果を記載したレポートの乙による甲に対する提出 

(5) 本発電設備について第７条に定める甲の完成確認が得られていること 

２ 前項各号の事項は、乙が自らの費用で手配し実施するものとする。 

３ 乙は、本発電設備の運転開始の５日前までに、第１項の各号の条件が充足した旨及び運転

開始日を甲に対して通知するものとする。 

（運転開始予定日等の変更） 

第１０条 乙は、天候の不良その他乙の責めに帰すことができない事由により運転開始予定日

までに本発電設備の一部又は全部により発電された電力を供給することができないときは、

その理由を明示した書面により発注者に運転開始予定日の変更を請求することができる。た

だし、乙は、本供給期間の延長を請求することはできない。 

２ 甲は、特別の理由により、運転開始予定日又は本供給期間を変更する必要があるときは、

乙に対して本供給期間の変更を請求することができる。 

３ 前２項の変更については、甲及び乙が協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以

内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知するものとする。 

４ 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。

ただし、甲が運転開始予定日又は本供給期間の変更事由が生じた日（第１項の場合にあって

は、甲が運転開始予定日の変更の請求を受けた日、第２項の場合にあっては、乙が運転開始

予定日又は本供給期間の請求を受けた日）から７日以内に協議開始の日を通知しない場合に

は、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。 

５ 前各項の手続によらず、乙が運転開始予定日までに合理的理由なく本発電設備の全部又は

一部の操業を開始しない場合、甲は乙に対し、運転開始予定日から本発電設備の全部の運転



4 

を開始するに至った日までの期間において、ＰＰＡ対象施設について電力の調達のために甲

が小売電気事業者に支払った電力料金（消費税等を含む。）から同期間において使用した電力

量１kWhにつき●円●銭【注：乙の提案単価とする。】を乗じた額（消費税等を含む。）を控除

した額（マイナスの場合はゼロとする。）を、違約金として請求することができるものとし、

乙は、甲から請求を受け次第速やかに支払うものとする。なお、違約金の計算において、甲

が小売電気事業者に対して支払った電力料金は日割りで計算するものとし、１円未満の端数

は切り捨てる。 

（本売買価格の算定と支払い） 

第１１条  本売買代金は、各月ごとに、毎月１日の０時から当該月の最終日の 24 時までの期

間（以下「計量期間」という。）中に本契約に基づき乙から甲へ供給された電力量（以下「供

給電力量」という。）１kWhにつき●円●銭を乗じた額（消費税等を含んだ額）とする。 

２ 乙は毎月 10日までに前月の本売買代金支払分の請求書を甲に送付し、甲は請求書を受領し

た日から 30日以内に支払う。送金手数料は甲の負担とする。 

３ 前項の支払期日が日曜日又は銀行法（昭和 56年法律第 59号）第 15条第１項に規定する政

令で定める日（以下、「休日」という。）に該当する場合は、支払期日を翌日とする。また、

翌日が日曜日又は休日に該当するときは、さらにその翌日とする。 

（契約保証金） 

第１２条 契約保証金は、免除する。 

（計量及び検査） 

第１３条 乙は、供給電力量を計測する為に、本発電設備に計測器を設置する。 

２ 乙は、各月の供給電力量を計量期間に電力量計に記録された値により計量し、その結果に

ついて甲の指定する職員による検査を受けるものとする。 

（禁止事項） 

第１４条 乙は、以下に掲げる行為をしてはならない。 

(1) 本発電設備を第１条に定める目的以外の用途に供し、又は募集要項等及び提案書類の

内容に反して使用すること。  

(2) 法律、政令、規則、命令、条例、通達、行政指導若しくはガイドライン、又は裁判所

の確定判決、決定若しくは命令、仲裁判断、又はその他の公的機関の定める一切の規

定、判断若しくはその他の措置（以下総称して「関係法令等」という。）に違反するこ

と。 

(3) 本発電設備の全部又は一部を、甲の事前の書面による承諾を得ずに、第三者に賃借し

又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利の設定をすること。 

(4) 本発電設備の全部又は一部を、甲の事前の書面による承諾を得ずに、第三者に譲渡し

又はこれに担保権その他の権利を設定すること。 

(5) 本契約及び本契約に基づく権利義務の全部又は一部を、甲の事前の書面による承諾を

得ずに、第三者に譲渡し又はこれに担保権その他の権利を設定すること。 
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（通知義務） 

第１５条 乙は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、直ちに甲に通知しなけ

ればならない。 

(1) 天災その他の事故により、本発電設備の損傷・使用不能損失、及び人的健康・環境・

設備に緊急事態が起こったとき。 

(2) 商号、住所又は代表者を変更したとき。 

(3) 合併、会社分割、解散、組織変更その他これらに類する変動が生じたとき。 

(4) 経営状況の悪化その他乙の事業継続が困難となるような事態が生じたとき。 

（本発電設備の適正な使用等） 

第１６条 乙は、本発電設備の運転及び維持管理に当たっては、募集要項等及び提案書類の内

容に従うとともに、本発電設備の保守及び防災について十分配慮するものとし、隣接地及び

周辺に損害、迷惑等を及ぼすことのないよう善良な管理者の注意をもって運転及び維持管理

を行わなければならない。 

２ 乙は、各種点検業務、立入り検査その他乙による本発電設備の維持管理・運営に必要な本

件建物への立ち入り等を行う場合には、事前に甲に通知するものとする。 

３ 本発電設備の運転及び維持管理に要する費用は、募集要項等において甲が負担するとされ

ているものを除き、すべて乙の負担とする。 

４ 甲が行う本件建物の改修工事等により生ずる一時的な使用許可対象物件の利用制限等につ

いて、乙は異議を申し立てないものとする。なお、甲は、当該一時的な利用制限等の範囲及

び期間、並びに太陽光パネル等の撤去及び再設置工事（これらの工事の内容、方法及び実施

者については、甲乙間で誠実に協議の上決定するものとする。）が、最小限となるよう配慮す

るものとし、工事着手の３ヶ月前まで（ただし、改修工事等について緊急の必要がある場合

には、実務上通知可能な時期まで）に、工事内容（乙に関係する箇所に限る。）を通知するも

のとする。 

（本件建物又は本発電設備の滅失又は毀損） 

第１７条 乙は、自らの責に帰すべき事由によって本件建物又は使用許可対象物件を滅失又は

毀損し、甲に損害が生じた場合には、直ちにその旨を甲に通知し、当該損害を賠償しなけれ

ばならない。 

２ 甲は、自らの責に帰すべき事由によって本発電設備を滅失又は毀損し、乙に損害が生じた

場合には、直ちにその旨を乙に通知し、当該損害を賠償しなければならない。 

３ 天災地変その他の不可抗力によって損害が発生した場合、本件建物及び使用許可対象物件

に関する損害は甲の負担とし、本発電設備に関する損害は乙の負担とする。 

（保険） 

第１８条 乙は、本使用許可の期間中において、甲が適切と認める内容の使用者賠償責任保険、

総合賠償責任保険及び火災保険等に加入して維持するものとし、合理的な範囲で甲を追加被

保険者とする。 
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（実地調査等） 

第１９条 甲は、乙について次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、本発電設備

を実地に調査し、又は乙に対して参考となるべき資料の提出その他の報告を求めることがで

きる。この場合において、乙は、調査を拒み若しくは妨げ、又は報告を怠ってはならない。 

(1) 本発電設備に関し、乙が本契約に定める甲の承諾を求めたとき。 

(2) 乙が本契約の規定に違反したか又はそのおそれがあると甲が認めたとき。 

(3) 前各号のほか、乙の本発電設備の使用状況等に照らし、甲が調査を必要と認めたとき。 

（甲の解除権） 

第２０条 甲は、乙が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、本契約を直ちに解

除することができる。 

(1) 乙が第 14条の禁止事項に違反したとき。 

(2) 乙が運転開始予定日（第 10 条の規定により運転開始予定日が変更された場合は当該

変更後の日をいう。）を５日経過しても、合理的な理由なく本発電設備の操業を開始し

ないとき。 

(3) 本使用許可が終了したとき（期間中に取り消されたとき及び期間満了により終了し更

新されなかったときを含む）。 

(4) 前各号のほか、乙が本契約に定める義務を履行しないとき。 

(5) 契約締結能力を有しない者又は破産手続開始決定を受けて未だ復権を得ない者である

ことが判明したとき。 

(6) 主務官庁から営業又は免許について取消又は停止の処分を受けたとき。 

(7) 破産、特別清算、会社更生又は民事再生開始の申立てを自ら行い、又は申立てを受け

たとき。 

(8) 差押え、仮差押え、滞納処分又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 

(9) 乙又はその役員若しくは使用人が甲の信頼を失墜させ、若しくは秩序を害する行為を

行った場合又は反社会的勢力に属することが判明したとき。 

(10) 営業内容、信用状態その他の本事業を遂行するうえで重要な事項に関し、甲に対して

虚偽の報告を行っていたことが判明したとき。 

(11) 乙又はその役員若しくは使用人に、本契約を継続しがたい背信行為があったとき。 

(12) 乙が次のいずれかに該当するとき。 

イ 役員等（乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又

はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号にお

いて同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

77号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下こ

の号において「暴力団員」という。）であると認められるとき。 

ロ 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この号におい

て同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 
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ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している

と認められるとき。 

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め

られるとき。 

(13) 基本協定が甲により解除されたとき。 

（契約が解除された場合等の違約金） 

第２１条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、甲の請求に基づき、本契約

が解除された日から契約期間の満了日までの期間に係るＰＰＡ対象施設における想定使用電

力量１kWh につき●円●銭【注：乙の提案単価とする。】を乗じた額の 10％に相当する金額］

を違約金として甲に支払わなければならない。なお、「本契約が解除された日から契約期間の

満了日までの期間に係るＰＰＡ対象施設における想定使用電力量」とは、本契約が解除され

た日の直前に終了した年度におけるＰＰＡ対象施設における１日当たりの平均電力使用量に、

本契約が解除された日から契約期間の満了日までの実日数を乗じた値をいう。また、この違

約金の規定は、解除により甲に生じた損害が違約金の額を超える場合において、当該超過分

について甲が乙に損害賠償請求することを妨げるものではない。 

(1) 前条の規定により本契約が解除されたとき（ただし、前条第１項第３号の場合につい

ては、乙の責めに帰すべき事由があるときに限る）。 

(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務につい

て履行不能となったとき。 

２ 次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は、前条の規定により本契約が解除されたも

のとみなす。 

(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成 16 年法律第 75

号）の規定により選任された破産管財人 

(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成 14年法律第

154号）の規定により選任された管財人 

(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成 11年法律第

225号）の規定により選任された再生債務者等 

３ 乙は、前条の規定により本契約が解除されたときは、甲に対して補償を請求することはで

きない。 

（原状回復等） 

第２２条 乙は、本使用許可の満了又は第 20 条の規定による契約の解除その他の事由により

本契約が終了するとき（以下「契約終了時」という。）は、契約終了時までに、使用許可対象

物件に乙が設置した本発電設備その他の工作物及び乙が行った使用許可対象物件への改良行

為（以下「本発電設備等」という。）につき、自ら費用を負担して撤去又は原状回復（以下「原

状回復等」という。）して、甲に明け渡さなければならない。 

２ 乙は、前項の原状回復等の内容について、あらかじめ甲と協議し確認を受けるものとする。
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また、原状回復等が完了したときは、直ちに甲の検査を受け確認を受けるものとする。 

３ 第１項の原状回復等の内容については、甲乙間で別途の合意をすることができる。 

４ 第１項の明渡しが遅延した場合、乙は甲に対し、明渡しが完了するまでの間、明渡しが遅

延した日数について、石狩市行政財産使用料条例（平成５年石狩市条例第 17号）に基づき算

出される使用許可対象物件にかかる通常の使用料相当額を損害金として支払う。 

（有益費償還請求権及び立退料等の放棄） 

第２３条 乙は、契約終了時に、甲に対して有益費の償還、本発電設備等の買取り及び一切の

補償立退料等を請求することができない。 

（延滞金） 

第２４条 甲及び乙は、本契約に基づく債務を支払期限までに支払わないときは、支払期限の

翌日から支払日までの期間について、延滞した金額につき、政府契約の支払遅延に対する遅

延利息の率を定める件（昭和 24年大蔵省告示第 991号）に定める割合で計算した金額に相当

する延滞金を、相手方に支払わなければならない。 

（損害賠償責任） 

第２５条 甲及び乙は、相手方の本契約に基づく義務の不履行により損害が生じたときは、相

手方に対し損害賠償を請求することができる。 

（天災地変） 

第２６条 天災地変、その他甲及び乙の責めに帰さない事由により本契約の目的の遂行が不可

能となったときは、本契約は終了する。 

２ 前項の場合、甲及び乙は、相手方に対して名目の如何を問わず、一切の損害賠償請求を行

わない。 

（苦情その他紛争の処理） 

第２７条 乙は、本発電設備の運転及び維持管理に伴い第三者からの苦情その他紛争が生じた

ときは、自らの責任と費用においてその処理解決にあたる。ただし、甲の責めによる場合は、

甲の責任により処理解決するものとする。 

（秘密保持） 

第２８条 本契約の各当事者は、本契約に関して知り得たすべての情報のうち次の各号に掲げ

るもの以外のもの（以下「秘密情報」という。）について守秘義務を負い、当該情報を第三者

に開示又は漏洩してはならず、本契約の目的以外には使用しないことを確認する。 

(1) 開示の時に公知であるか、又は開示を受けた後被開示者の責めによらず公知となった

情報 

(2) 開示者から開示を受ける以前に既に被開示者が自ら保有していた情報 

(3) 開示者が本契約に基づく守秘義務の対象としないことを承諾した情報 

(4) 開示者から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの守秘義務を課される

ことなく取得した情報 

(5) 法令等に基づき又は裁判所等の公的機関により開示が命ぜられた情報 
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２ 本契約の各当事者は、相手方に本条と同等の守秘義務を負わせることを条件として、委託

先や請負発注先等への見積依頼や契約の締結、弁護士や公認会計士等への相談依頼等の際に、

本事業の実施に必要な限りで第三者に秘密情報を開示することができる。 

３ 前項の場合において、本契約の各当事者は、秘密情報の開示を受けた第三者が当該秘密情

報を目的外で使用することのないよう適切な配慮をしなければならない。 

４ 甲は、前各項の定めにかかわらず、法令等の定めるところに従って情報公開その他の必要

な措置を講じることができる。 

５ 乙は、本契約に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、関係法令等その他甲の定める諸

規定を遵守するものとする。 

６ 本条の規定の効力は、本契約終了後も存続する。 

（契約の費用） 

第２９条 本契約の締結に関して必要な費用は、乙の負担とする。 

（本契約の変更） 

第３０条 本契約は、甲及び乙双方の書面での合意がなければ変更することができない。 

（協議） 

第３１条 本契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、甲及び乙は誠意をもっ

て協議により解決するものとする。 

（準拠法） 

第３２条 本契約は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等に従って解釈する。 

（裁判管轄） 

第３３条 本契約に関する紛争については、札幌地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所

とする。 

 

［以下余白］ 
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以上を証するため、本契約書●通を作成し、甲及び乙は、それぞれ記名押印のうえ、各１通

を保有する。 

 

令和●年●月●日 

 

甲： 

石狩市 

 

 

乙： 
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別紙１（使用許可対象物件） 

 

【注：募集要項等及び提案書類に基づき、甲乙間で協議のうえ作成する。】 
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別紙２（本接続地点） 

 

【注：募集要項等及び提案書類に基づき、甲乙間で協議のうえ作成する。】 

 

 

 

 


